
♦公表制度とは？

近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設などにおいて、多くの死傷者を伴う

火災が全国で発生しています。そこで、このような建物のうち、消防設備の重大な違反のある建物に関する

情報を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に関する認識を高め、火災被害の軽減を図るこ

とを目的とするものです。

消防機関が検査にて重大な消防法令違反を確認した場合、その建物の所在地、違反内容等を公表する『違反

対象物の公表制度』の運用を当管内では平成３０年４月１日より開始します。

♦公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する次の建物が

該当します。

    

特定防火対象物とは？



♦公表の対象となる違反

消防法令により建物の規模や用途に応じて設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」「スプリンクラ

ー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

♦違反公表の手続き

消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認して関係者に通知します。その後、３０日を経過しても

違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続されます。

♦公表の内容と方法

①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容 ④公表日 ⑤その他必要事項

上記の内容について、直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部ホームページで掲載致します。

♦建物関係者の方々へ

公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築・接続工事やテナントが入れ替わる用途変更によるものが

ほとんどです。このような変更を検討される場合は、消防署へ相談してください。

          

【問合せ先】

直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部予防課指導係

☎０９４９－３２－１１３１

気軽に相談して

下さいね♪


